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国出先機関の事務等の移譲に係る 

近畿市長会及び近畿町村会への説明会の実施について（案）

目 的 

国出先機関の原則廃止は、閣議決定を経た政府の方針として、これまで取組が推進

されており、現在政府において、必要な法案を今国会に提出するための手続きが大詰

めを迎えているところ。

 しかしながら、市町村において国出先機関の廃止・丸ごと移管に対し「拙速に進め

ることなく、市町村の意見を反映させながら進めるべき」、「災害時の対応に不安があ

る」などの声が上がっていることから、法案が閣議決定された段階で、改めて近畿市

長会・町村会に対して情報提供及び意見交換の場を設け、国出先機関の廃止・丸ごと

移管の円滑な推進を図る。

 なお、各府県においては、本説明会の実施に先立ち、各府県内市町村に対して事務

方等を対象に実務的な説明会を実施するなど、法案等に係る情報共有を図る。

対象者 

  近畿市長会及び町村会の役員等

時 期 

関連法案の閣議決定後速やかに実施

テーマ 

国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する特例法案及び閣議決定について

                                     等

※ 法案において、広域連合が「事務等移譲計画」等を作成するにあたり、あらかじめ関係市町村

の意見を聴取する旨が規定されおり、具体的な仕組みとして「移譲事務等の処理に関し広域連合

の長等と市町村関係者とが協議する場」の設置が検討されているところ

説明者 

井戸連合長、嘉田国出先機関対策委員長 等

【参考】これまでの関西広域連合国出先機関の移管に係る市町村への対応等 

・平成 24年 2月 7日 関西広域連合の考え方と支援要請の書簡の提出
・平成 24年 3月 20日 近畿市長会及び近畿町村会への説明会の実施
・その他、随時各都道府県等において説明会等を実施
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